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令和６年５月吉日 

岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金のご案内について 

 日頃は県の保健衛生行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

岐阜県では、物価高騰の影響を受ける医療機関等の円滑な施設等の運営に支障が生じない

よう、「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱」に基づき令和６年度岐阜県医療機関

等物価高騰対策支援事業を実施することとしました。 

 申請方法等については、以下に記載の支援金特設ＷＥＢサイト及び岐阜県公式ホームペー

ジに掲載（申請に係る様式や制度のＱ＆Ａなどを掲載）しておりますので、ご確認いただき

ますようお願いたします。 

 なお、当支援金に係るコールセンターを設置しますので、申請方法等についてご質問があ

りましたら、支援金特設ＷＥＢサイトを確認いただき、当該コールセンターまでお問い合わ

せください。 

 

○支援金の概要 

【対象事業者】 

・令和６年４月１日時点で開設している病院、診療所、助産所、施術所及び歯科技工所の

開設者 

・令和６年４月１日から令和６年５月３１日令和６年６月３０日までの間に廃止又は休

止（予定を含む。）する施設は対象外です。 

※病院及び診療所は保険医療機関に限ります。 

※施術所は令和６年４月１日から本支援金の申請日までに保険施術を行った事業者に

限ります。 

【支援金額】 

病院・２床以上の有床診療所 ６，８００円×許可病床数 

２床未満の有床診療所・無床診療所・助産所 ７，５００円 

施術所・歯科技工所 ５，０００円 

  ※許可病床数は令和６年４月１日時点 

  ※対象期間は令和６年４月～５月の２か月分 

 

 

 

本事業は、岐阜県健康福祉部医療整備課より委託を受け、株式会社エイチ・アイ・

エス中部事業部が実施しております。 
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【申請方法】 

  原則オンライン申請フォームにより申請してください。オンライン申請フォームを利用

できない場合に限り、郵送により申請してください。 

  なお、申請者が複数の施設を有する場合は、岐阜県内の対象となる施設を取りまとめ、

一括して申請してください。 

  ※オンライン申請フォームにより申請を行う場合は、封筒記載の問い合わせ番号が必要

になります。お忘れの場合は、支援金特設ＷＥＢサイトからご確認いただけます。 

※郵送による場合、申請書等は支援金特設ＷＥＢサイト又は岐阜県公式ホームページか

らダウンロード・印刷いただくか、岐阜県庁又は最寄りの保健所（岐阜市保健所を除

く。）でお渡しします。（岐阜市内の医療機関等については、岐阜県庁でお渡しします。）

なお、岐阜県庁又は保健所へ来庁される際は、事前にご連絡ください。 

【申請期限】 

 ・オンライン申請フォームによる申請の場合 

令和６年６月７日（金）２３時５９分までに入力・送信を完了してください。 

  ・郵送による申請の場合 

令和６年６月７日（金）までに下記申請書提出先へ郵送してください。（消印有効） 

【コールセンター電話番号】 

 ０５０－１７５０－８９０５ 

  ＜受付時間＞ 

・平日 ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

【申請書提出先】 

  〒５００-８８３３ 【岐阜神田郵便局留】 

岐阜市神田町２丁目２番地 

株式会社エイチ・アイ・エス中部事業部内 

岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金事務局宛 

【支援金特設ＷＥＢサイト】 

   https://jimukyoku.site/gifu/bukkakoutoutaisakushien/ 

【岐阜県公式ホームページ】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/313809.html 

【留意事項】 

 ・申請にあたっては、「岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱」を熟読の上、Ｑ

＆Ａ及び記入例を参考にして申請内容に不備がないか十分にご確認ください。 

・支援金の交付は令和６年７月末までに指定いただいた口座へ振込予定です。なお、交

付決定等の通知は行いません。 
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